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水質モニター室（古舘・岡沢・小花地　日常点検１７回　
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業種区分：　施設管理委託業務
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綱木・新谷古岐・船戸・白崎　　　　　日常点検５２回　

吉津・谷花・谷沢　　　　　　　　　　定期点検１回

行地・中ノ沢・内川・下条　　　　　　日常点検３５回　

　業務委託設計書

委託名称  三川地区水道施設維持管理業務委託

委託費総額 -



阿賀町水道施設維持管理委託標準仕様書 

１ 一般事項 

（総則） 

第１条 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、この標準仕様書に

定めるもののほか、特記仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。 

 

（目的） 

第２条 本仕様書は、甲が発注する取水施設、浄水池施設、配水池施設、受水槽施設等（以下「水

道施設等」という。）の保守点検業務及び維持管理業務等に適用するものであり、業務を適正か

つ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図

るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものである。た

だし、特に定める事項については、特記仕様書によるものとする。 

 

（業務範囲） 

第３条 本委託業務は、水道施設等の設備機器の保守点検・維持管理を行うことを業務範囲とす

る。詳細については、特記仕様書による。 

 

（対象施設） 

第４条 業務の対象施設は、特記仕様書による。 

 

（業務期間）  

第５条 本委託業務の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

ただし、テロ及び天災事変等の事故及び重故障等、予測し得ない事象が起こり、緊急回避と

して設備停止に至った場合等については、別途協議する。 

 

（法令の遵守） 

第６条 業務の履行にあたり、水道法のほか労働関連法令、その他関係法令を遵守しなければな

らない。 

 

（提出書類） 

第７条 業務を履行するにあたり、提出する書類は以下のとおりとする。 

（１）契約締結後、業務開始前までに速やかに提出する書類 

   ・業務着手届 

  ・業務計画書（業務概要、業務分担、業務工程等） 

   ・総括責任者選任届（経歴書、資格証明書を含む。） 

  ・業務従事者一覧表（毎日水質検査業務点検箇所及び点検員報告書も含む） 

（２）定期報告書類 

   ・業務報告書（日常点検・定期点検・配水池点検・維持管理業務記録簿、毎日水質検査業

務報告書） 

  ・保守点検予定表（定期点検用） 

（３）業務完了後速やかに提出する書類 

   ・業務報告書（履行届） 

（４）随時提出する書類 

  ・事故・故障等報告書 

   ・打合せ議事録 

  ・設定値変更報告書 



   ・その他 甲が指示する書類 

 

（業務計画書） 

第８条 乙は、業務計画を策定し提出すること。なお、業務計画書には、次の事項について記載

しなければならない。 

（１）業務概要に関すること 

   業務方針並びに業務の概要 

（２）業務分担に関すること 

   業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制 

（３）業務工程に関すること 

   年間業務工程表、労務計画表 

（４）その他必要事項 

 

（業務従事者の要件） 

第９条 業務の履行にあたり、水道施設等の保守点検及び維持管理に精通した者を配置しなけれ

ばならない。なお、総括責任者及び業務従事者は、特記仕様書に定める資格等を有することと

する。 

 

（総括責任者の選任及び職務） 

第 10 条 乙は、総括責任者を定め、氏名その他の必要事項を書面にて甲に届出することとし、総

括責任者を変更したときも同様とすること。 

  総括責任者は、現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の

向上及び事故の防止に努めること。 

  総括責任者は、契約書、仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十

分理解し、施設の機能を把握し、監督職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を

図ること。 

  総括責任者は、設備及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制

の確保に努めること。 

 

２ 施設全般 

（施設の一般管理） 

第 11 条 施設及びその周辺は常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓しなければならない。

また、業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなけれ

ばならない。 

 

（施設の利用） 

第 12 条 乙は、甲の許可を受け甲の水道施設等の一部を使用することができる。この場合におい

て乙は、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行わなければならない。 

  水道施設等の使用期間中、乙の原因により汚損などがあった場合は、乙の負担により原状回

復しなければならない。 

  業務に直接係わる水道施設等の使用に伴う電気、ガス、水道等は供与するものとするが、そ

の使用にあたっては節約に努めなければならない。 

 

（貸与品） 

第 13 条 業務期間中、業務を遂行するうえで必要となる設計図書、完成図書、設備機器、備品、

特殊工具等を、甲の承諾を得て、無償で使用することができる。 

  貸与品については、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合は、甲に弁償



しなければならない。なお、貸与された鍵類は複製しないものとする。 

 

（乙の費用負担） 

第 14 条 次に掲げる費用は乙の負担とする。 

（１）乙が専ら使用する什器、備品、事務機、事務用消耗品 

（２）報告及び記録用紙費 

（３）業務履行に必要な安全対策器具類 

（４）補修用塗料類等 

（５）汎用工具類及び計測器類 

（６）連絡用自動車及びこれに必要な燃料費 

（７）油脂類、その他消耗品類 

（８）その他協議により乙が支払うとした費用 

 

（甲の費用負担） 

第 15 条 次に掲げる費用は甲の負担とする。 

（１）業務に直接係わる電気・水道等光熱水費 

（２）薬品費（毎日水質検査業務で使用する検査試薬を含む。） 

（３）水道施設等の機器等の消耗品・修繕費用 

（４）その他協議により甲が支払うとした費用 

 

（火災の防止） 

第 16 条 乙は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気の正確な取扱及び後始末

を徹底させ、火災防止に努めなければならない。 

 

（盗難防止等） 

第 17 条 設備機器、備品工具等の盗難及び水道施設への不法侵入を防止するため、十分な監視及

び施錠の徹底に努めなければならない。 

 

（業務従事者の服装、態度等） 

第 18 条 業務従事者は安全かつ清潔で統一した作業服を着用しなければならない。また、訪問者

等の対応においては、相手に不快感を与えないなど、態度等には注意しなければならない。 

 

（施設の保全） 

第 19 条 業務の実施にあたっては、既存の構造物等に損傷を与えないようしなければならない。 

万一、損傷等を与えた場合は、甲に報告し、協議のうえ、乙の責任において復旧しなければ

ならない。 

 

（業務従事者の資質向上） 

第 20 条 乙は、維持管理業務及び保守点検業務相互に通じた業務従事者の育成を図り、業務従事

者の資質・技術向上に努めなければならない。業務従事者は、常に施設の状態、状況を正確に

把握して、業務を遂行しなければならない。 

 

３ 業務内容 

（保守点検業務） 

第 21 条 水道施設等における機械・電気設備の保守点検業務は、次の作業を行う。なお、その他

保守点検業務の詳細については、特記仕様書による。 

（１）日常点検 



    運転状態において機器及び設備の異常の有無、兆候を見つけるため、原則として毎週行

う点検。目視、触感、確認、調整、清掃及び記録等の作業。 

（２）定期点検 

    機器及び設備の損傷、腐食及び摩耗状態を把握し、修繕の計画等を行うための１年間に

１回以上行う点検。測定、調整、分解清掃及び記録等の作業。 

    各点検内容は以下のとおりとする。 

   ① 目視によるもの 

    機器及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏洩、さび及び臭気、音等により正常か否か

を判断する作業 

  ② 触感によるもの 

    機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを判断する作業 

   ③ 確認によるもの 

    機器の圧力、温度、流量、電流等、計器の値が正常か否かを判断する作業（目視及び触

感作業を含む） 

   ④ 測定作業 

    機器の摩耗状態及び作動が正常か否かを測定機器（温度計、振動計、回転数計等）を使

用して確認する作業（測定機器等を現場に持参して行う作業） 

   ⑤ 調整作業 

    機器の正常状態からのずれを補正するために行う作業 

   ⑥ 点検清掃 

    機器の点検清掃及び消耗品交換作業 

   ⑦ 記録作業 

    点検の結果を所定の用紙に記録する作業 

 

（配水池点検業務） 

第 22 条 水道施設等における配水池の点検は、水槽の蓋及び各種バルブ等の施設設備等並びに水

槽の中の異常の有無、兆候を見つけるため原則として年２回行う点検。巡回、目視、触感、確

認及び記録の作業を行う。 

 

（維持管理業務） 

第 23 条 水道施設等における施設内以外の維持管理は、次の作業を行う。なお、その他維持管理

業務の詳細は特記仕様書による。 

（１）取水施設清掃作業 

  取水施設の詰まり等による原水の流入量低下等を防止するため、取水口及びその周辺の

清掃を行う。 

（２）草刈除草作業 

    水道施設の適正な管理を行うために施設周辺及びその経路等の草刈除草作業を行う。 

（３）除雪作業 

 水道施設の適正な管理を行うために施設周辺の除雪作業を行う。 

（４）その他業務 

    その他の業務については、以下のとおりとする。 

① 業務の確実な継続の確保と情報の共有（引き継ぎ等） 

② 点検記録、作業記録等の整理及びその他記録簿、報告書類等の作成 

③ 必要に応じて既存の操作マニュアル、手順書等の見直しもしくは作成。 

④ 門扉の開閉・施錠、監視設備による対象施設の監視 

⑤ 備品・物品（支給品、貸与品）の管理 

⑥ その他特記事項に記載された業務 

   ⑦ その他業務実施に必要な事務 



（毎日水質検査業務） 

第 24 条 水道施設を経過し、各利用者へと供給された水道水の異常の有無、兆候を見つけるため

原則として毎日行う点検。残留塩素濃度測定器等による水道水の確認及び目視等を行い、残留

塩素の濃度、色度、濁度、臭いの確認及び記録の作業を行う。 

 

（緊急時対応業務） 

第 25 条 水道施設における緊急時の対応は、次のとおりとする。 

（１）水質異常、地震、風水害、その他の災害及びその他重大事故（施設の損壊、設備の重大

な損壊、不時の停電、水質の悪化及び機器異常）等に係る緊急時（以下「緊急時」とい

う。）の初期対応（水道施設内での初期運転操作、甲への連絡等）を行う。 

（２）緊急時の対応（状況、対応人数、出動時間、結果等）及び緊急時前後の施設の状況等を

記録し、甲へ報告する。 

（３）緊急時において発生した施設の異常により、施設の給水能力の不能及び低下等の問題が

発生した場合で、復旧までにある程度の期間が見込まれる場合、その期間中の給水能力

の維持に必要な作業（施設内機器の手動運転作業及び甲が所有する給水車を使用しての

飲料水運搬作業、その他甲より指示がある作業）を甲の指示のもと行う。 

 

（安全の確保） 

第 26 条 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守られなければなら

ない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防

止に努めなければならない。 

  業務の履行にあたり、電気、薬品類、塩素ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全

対策を講じるとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努

めなければならない。 

 業務の履行場所及びその付近で行われる他の委託、修繕または工事がある場合は、常に協力

して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。業務の履行にあたり安全上の

障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲に文書により報告を行い、追

加措置について協議しなければならない。 

 

（緊急時の体制） 

第 27 条 乙は、緊急時に備え、速やかに業務従事者を非常招集できる体制を確保しなければなら

ない。なお、非常招集等の詳細は、業務計画書に記載するものとする。 

 

（緊急時の措置） 

第 28 条 乙は、緊急時にその状況を甲に報告するとともに、対応を協議しなければならない。 

なお、緊急時の運転等について甲が指示した場合は、甲の指示に従って運転方法の変更その

他の対応措置を行うものとする。 

 

（事故等の報告） 

第 29 条 乙は、業務履行中に事故等が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとともに事

故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置等について遂次、甲に文書等により速やかに報

告しなければならない。 

 

（故障等の修理） 

第 30 条 施設、設備、機器類等に故障、異常が発生した場合には、直ちに調査・点検・復旧を行

うこと。 

また、調査・点検後は甲にその故障内容等について詳細な報告を行わなければならない。故

障の復帰を行うにあたり、復帰困難な場合には、甲に連絡し、指示を受けるものとし、修繕工



事等が必要な場合はその修繕に要する費用は甲が負担する。 

ただし、乙の責任により発生した故障、異常による修繕工事等についてはこの限りでない。 

 

４ その他 

（守秘義務） 

第 31 条 当該施設・当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この

ことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。 

 

（疑義等） 

第 32 条 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。 

 



委託費（実施）内訳書

実     施
工    種 種    別 細    別 元 設      計 変     更     設     計 摘      要

数 量 単位 単  価 金   額 数 量 単位 単  価 金   額

1 式

1 式

1 式

④　原水採水業務 1 式

千円止
対象：①+②+③＋④

直接経費 4.00 ％
対象：①

技術経費 21.00 ％

対象：①+②+③+④
間接業務費 20.00 ％

業務原価
対象：業務原価

諸経費 13.00 ％

業務価格 万止め

消費税等相当額 10.00 ％

総合計

阿　　賀    町
実     施

工    種 種    別 細    別 元 設      計 変     更     設     計 摘      要
数 量 単位 単  価 金   額 数 量 単位 単  価 金   額

①　保守点検業務

②　保守点検業務（配水池）

③　水質毎日検査項目監視業務

直接業務費



実     施
工    種 種    別 細    別 元 設      計 変     更     設     計 摘      要

数 量 単位 単  価 金   額 数 量 単位 単  価 金   額

業務総括責任者 14.0 人 保全技師補×1.35

　 副総括 14.0 人 保全技師補×1.25
建築保全業務

主任 27.0 人 保全技師補単価参照

技術員 48.0 人 保全技師補×0.9

技能員 33.0 人 保全技師補×0.75

計 136.0

県土木工事基礎単価表

土木一般世話役 2.0 人

配管工 2.0 人

計 4.0

検査料 5840 回分 120 365日×16箇所

計

県土木工事基礎単価表

普通作業員 1.0 人

計

④　原水採水業務

委託費（実施）内訳書

①　保守点検業務

②　保守点検業務（配水池）

配水池点検業務　　年２回

県土木工事基礎単価表

③　水質毎日検査項目監視業務



三川地区簡易水道施設維持管理委託：点検回数の算定

点検回数  52回/年（夏期：毎週、それ以外：毎週）

 35回/年（夏期：毎週、それ以外：1/2週）

 17回/年（夏期：1/2週、それ以外：1/4週）

施設名 ② ④、⑤ 頻度

1 綱木 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

2 新谷古岐 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

3 行地 4.04 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：無、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B × 1/2週

4 内川 7.97 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-2 ○ 1/2週

5 内川（古館モ） 2.28 人  17回/年（浄水装置：無、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/4週

6 船戸 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

7 船戸（岡沢モ） 2.28 人  17回/年（浄水装置：無、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/4週

8 白崎 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

9 吉津 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

10 谷花 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

11 谷花（小花地モ） 2.28 人  17回/年（浄水装置：無、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/4週

12 谷沢 12.16 人  52回/年（浄水装置：有、苛性：有、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-1 ○ 1/週

13 五十島 5.70 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：無、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-2 × 1/2週

14 石戸取上 7.16 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/2週

15 下条 7.97 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：有）A-2 ○ 1/2週

16 下条（長谷モ） 2.28 人  17回/年（浄水装置：無、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/4週

17 下条（石間モ） 2.28 人  17回/年（浄水装置：無、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B ○ 1/4週

18 中ノ沢 7.31 人  35回/年（浄水装置：有、苛性：無、監視装置：有、ﾎﾟﾝﾌﾟ：無）B 受（小） ○ 1/2週

計 136.67 人 ① 三川地区　浄水方法：全地区滅菌のみ

② 薬剤使用頻度

　A-1：1/週

　A-2：1/2週

　  B：1/4週

③ 濁度の影響を受ける（1/週）

④

⑤

年間
延人数

14 人
14 人
27 人
48 人
33 人
136 人

※職種別業務人数は整数止

技能員 25
人数計 －

保守点検 136.67

業務総括責任者 10
副総括 10
主任 20

技術員 35

監視装置の有○（1/4週）、無×（1/2週）

区分 職種 比率 業務人数
％

受（小）

受（小）

受（小）

保守点検

延べ人数 ③

受（大）



7 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 676
配電設備 11 1.3 744 0.87
小型無停電電源装置 7 1.3 473
監視制御装置 8 1.3 541
計装設備 12 1.3 811 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 9 1.3 608
取水施設 12 624
ポンプ設備 10 520
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 10 1.2 624
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 6 1.2 374

59 5,996

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置 20 1.3 26
監視制御装置 70 1.3 91
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備 50 1.3 65
取水施設 55 55
ポンプ設備 115 115
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 90 1.2 108

675 811

点検時間
日常点検（浄水場） 5,216 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 10.86
定期点検（浄水場） 624 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 1.30

年間
延べ人数

1 人
1 人
2 人
4 人
3 人
12 人

12.16

【点検回数の算定方法】

年52週間
通年（苛性ソーダ設備有） 1回/1週

52回 うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 12.16

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 12.16 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

811 0.77 624

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

5,996 0.87 5,216

補正率

電気設備

52

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

綱木・新谷古岐・船戸・白崎・吉
津・谷花・谷沢

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



1 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 455
配電設備 11 1.3 501 0.87
小型無停電電源装置 0
監視制御装置 0
計装設備 12 1.3 546 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 0
取水施設 0
ポンプ設備 0
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 10 1.2 420
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

22 1,922

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置
監視制御装置
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備
取水施設
ポンプ設備
沈殿地設備
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
排水・排泥設備
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備
苛性ソーダ注入設備

275 351

点検時間
日常点検（浄水場） 1,672 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 3.48
定期点検（浄水場） 270 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 0.56

年間
延べ人数

0 人
0 人
1 人
1 人
1 人
4 人

4.04

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/2周

4.33/2*8月=17.32回
夏季（6月～9月） 1回/1週

4.33*4月=17.32回
計 17.32+17.32=34.64回

≒35回

うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 4.04

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 4.04 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

351 0.77 270

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

1,922 0.87 1,672

補正率

電気設備

35

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

行地

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



1 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 455
配電設備 11 1.3 501 0.87
小型無停電電源装置 0
監視制御装置 0
計装設備 12 1.3 546 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 9 1.3 410
取水施設 12 420
ポンプ設備 10 350
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 10 1.2 420
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

53 3,101

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置
監視制御装置
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備 50 1.3 195
取水施設 55 165
ポンプ設備 115 345
沈殿地設備
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
排水・排泥設備
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備
苛性ソーダ注入設備

495 1,056

点検時間
日常点検（浄水場） 2,698 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 5.62
定期点検（浄水場） 813 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 1.69

年間
延べ人数

1 人
1 人
1 人
3 人
2 人
7 人

7.31

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/2周

4.33/2*8月=17.32回
夏季（6月～9月） 1回/1週

4.33*4月=17.32回
計 17.32+17.32=34.64回

≒35回

うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 7.31

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 7.31 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

1,056 0.77 813

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

3,101 0.87 2,698

補正率

電気設備

35

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

中ノ沢

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



2 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 455
配電設備 11 1.3 501 0.87
小型無停電電源装置 7 1.3 319
監視制御装置 8 1.3 364
計装設備 12 1.3 546 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 9 1.3 410
取水施設 12 420
ポンプ設備 10 350
沈殿地設備
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
排水・排泥設備
塩素注入設備 10 1.2 420
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

53 3,784

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置 20 1.3 26
監視制御装置 70 1.3 91
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備 50 1.3 65
取水施設 55 55
ポンプ設備 115 115
沈殿地設備
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
排水・排泥設備
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備
苛性ソーダ注入設備

585 703

点検時間
日常点検（浄水場） 3,292 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 6.85
定期点検（浄水場） 541 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 1.12

年間
延べ人数

1 人
1 人
2 人
3 人
2 人
8 人

7.97

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/2周

4.33/2*8月=17.32回
夏季（6月～9月） 1回/1週

4.33*4月=17.32回
計 17.32+17.32=34.64回

≒35回

うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 7.97

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 7.97 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

703 0.77 541

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

3,784 0.87 3,292

補正率

電気設備

35

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

内川・下条

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



1 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 455
配電設備 11 1.3 501 0.87
小型無停電電源装置 0
監視制御装置 0
計装設備 12 1.3 546 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 0
取水施設 12 420
ポンプ設備 10 350
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 10 1.2 420
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

44 2,692

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置 0
監視制御装置 0
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備
取水施設 55 55
ポンプ設備 115 115
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

445 521

点検時間
日常点検（浄水場） 2,342 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 4.87
定期点検（浄水場） 401 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 0.83

年間
延べ人数

1 人
1 人
1 人
2 人
1 人
6 人

5.70

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/2周

4.33/2*8月=17.32回
夏季（6月～9月） 1回/1週

4.33*4月=17.32回
計 17.32+17.32=34.64回

≒35回

うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 5.70

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 5.70 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

521 0.77 401

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

2,692 0.87 2,342

補正率

電気設備

35

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

五十島

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



5 施設 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 221
配電設備 11 1.3 243 0.87
小型無停電電源装置 7 1.3 155
監視制御装置 8 1.3 177
計装設備 12 1.3 265 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 9 1.3 199
取水施設 0 0
ポンプ設備 0 0
沈殿地設備 0 0
急速ろ過設備 0 0
緩速ろ過設備 0 0
排水・排泥設備 0 0
塩素注入設備 0 0
凝集剤注入設備 0 0
苛性ソーダ注入設備 0 0

21 1,260

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 0 1.3 0
配電設備 0 1.3 0 0.77
小型無停電電源装置 0 1.3 0
監視制御装置 0 1.3 0
計装設備 0 1.3 0 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備 0 1.3 0
取水施設 0
ポンプ設備 0
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 0
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

0 0

点検時間
日常点検（浄水場） 1,096 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 2.28
定期点検（浄水場） 0 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 0.00

年間
延べ人数

0 人
0 人
0 人
1 人
1 人
2 人

2.28

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/4週

4.33/4*8月 = 8.66回
夏季（6月～9月） 1回/2週

4.33/2*4月 = 8.66回
計 8.66+8.66 = 17.32回

≒17回

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 2.28

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 2.28 人／年

補正率
点検時間

電気設備

0

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

0 0.77 0

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

1,260 0.87 1,096

補正率

電気設備

17

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

水質ﾓﾆﾀｰ室（古館・岡沢・小花
地・長谷・石間）

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



1 地区 補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 10 1.3 455
配電設備 11 1.3 501 0.87
小型無停電電源装置 7 1.3 319
監視制御装置 8 1.3 364
計装設備 12 1.3 546 （1.0+0.2）*0.87=1.044
遠方監視設備 9 1.3 410
取水施設 12 420
ポンプ設備 0
沈殿地設備 0
急速ろ過設備 0
緩速ろ過設備 0
排水・排泥設備 0
塩素注入設備 10 1.2 420
凝集剤注入設備 0
苛性ソーダ注入設備 0

43 3,434

補正率の計上（P16参照）
２)危険作業に伴う補正（加算等）
（ｳ）豪雪地域における作業

（分） （回／年） （分） ３）施設規模による補正
受変電設備 65 1.3 85
配電設備 55 1.3 72 0.77
小型無停電電源装置 20 1.3 26
監視制御装置 70 1.3 91
計装設備 85 1.3 111 （1.0+0.2）*0.77=0.924
遠方監視設備 50 1.3 65
取水施設 55 55
ポンプ設備
沈殿地設備
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
排水・排泥設備
塩素注入設備 70 1.2 84
凝集剤注入設備
苛性ソーダ注入設備

470 588

点検時間
日常点検（浄水場） 2,987 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 6.22
定期点検（浄水場） 452 ÷ ６０分 ÷ ８時間 ＝ 0.94

年間
延べ人数

1 人
1 人
1 人
3 人
2 人
7 人

7.16

【点検回数の算定方法】

年52週間/12月=4.33週/月
通常月 1回/2周

4.33/2*8月=17.32回
夏季（6月～9月） 1回/1週

4.33*4月=17.32回
計 17.32+17.32=34.64回

≒35回

うち年3回は定期点検とする。

内訳
春期 1 雪解け後及びＧＷ
夏期 1 盆前
冬期 1 直前及び寒中

計 3

区分 職種 比率 業務人数
％

保守点検 7.16

業務総括責任者 10
副総括

人数計 －

10
主任 20

技術員 35
技能員 25

計

→ 計 7.16 人／年

補正率
点検時間

電気設備

1

10,000m3/日 未満

機械設備 点検時間 補正率 点検時間計

点検回数

588 0.77 452

計

定期点検時間算出表
浄水場

点検時間計

3,434 0.87 2,987

補正率

電気設備

35

10,000m3/日 未満

機械設備
点検時間

点検時間

石戸取上

日常点検時間算出表
浄水場 点検回数

補正率



三川地区水道施設維持管理委託特記仕様書 
（総則） 
 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、別に定める阿賀町

施設維持管理委託標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）のほか、この特記仕様書に基

づき、業務を履行しなければならない。 
（業務範囲） 
 本委託業務の業務範囲は、阿賀町簡易水道給水条例（平成 17 年 4 月 1 日条例第 158 号）

第 2 条の給水区域のうち、別表第 1（3）合併前の三川村の区域（以下「三川地区」という。）

とする。 
（対象施設） 
 本委託業務の対象施設は三川地区の取水施設、浄水池施設、配水池施設、受水槽施設等

（以下「水道施設等」という。）とし、その詳細は、以下のとおりとする。 
 （１）保守点検業務 
   別紙１「保守点検業務について」のとおり。 
 （２）配水池点検業務 
   別紙２「配水池点検業務について」のとおり 
 （３）維持管理業務 
   別紙３「維持管理業務について」のとおり 
 （４）毎日水質検査業務  
   別紙４「毎日水質検査業務について」のとおり 
 （５）緊急時対応業務 
   別紙５「緊急対応業務について」のとおり 
（業務従事者の要件） 

総括責任者及び業務従事者は、以下の資格等を有することとする。 
職種 職種の基準 
業務総括責任者  業務全体の責任者で、水道技術管理者資格の有資格者又はこ

れと同等の能力を有し、総括の職務にあたり管理能力がある者。 
副総括 業務総括責任者の補佐及び代行ができ、水道技術管理者資格

有資格者と同等の能力を有し、かつ管理能力を有し、各業務の

責任者として的確な判断ができる者。 
主任 各業務の責任者で業務の専門職として主体的業務を行えるも

の。 
技術員 基礎的な技術を有し、保守点検、維持管理等の業務を遂行で

きるもの。 
技能員 保守点検、維持管理等の業務について必要とされる技能を伴

った補助業務を行える者。 



  
（業務内容） 
 水道施設等における業務内容は、標準仕様書に定めることのほか、以下のとおりとする。 

（１）保守点検業務 
   別紙１「保守点検業務について」のとおり 

（２）配水池点検業務 
   別紙２「配水池点検業務について」のとおり 
 （３）維持管理業務 
   別紙３「維持管理業務について」のとおり 

（４）毎日水質検査業務  
   別紙４「毎日水質検査業務について」のとおり 

（５）緊急時対応業務 
 緊急時の対応業務は、標準仕様書に定めることのほか、別紙５「緊急時対応業務につ

いて」のとおり 
（支払方法） 
 本委託業務における委託料の支払いは部分払いとし、原則、月毎の１２回払いとする。

なお、金額の算出法については、以下のとおりとする。 
 （１）４月業務分から２月業務分の委託料の算出法 
  ●（当初契約額）÷１２ヶ月＝（１ヶ月分の請求金額） 
 （２）１２回目の支払時の委託料の算出法 
  ●（当初契約額）＋（出来高による変更増減額）－（４～２月分支払額）＝（最終精

算額） 
 （３）緊急時対応業務及びそれに付随する修繕等にかかる費用の支払いは、当委託の委

託料とは別に支払うものとする。 
なお、当委託にかかる緊急時対応業務の役務に対する費用の算出方法は甲が定めた

別表の算出方法を使用するものとする。 
ただし、当委託にかからない類似の業務についてはその限りでない。 

（４）その他 
   その他、何らかの事由で支払方法を変更しなければならない場合が発生した場合は、

その都度協議のうえ定めるものとする。 
（疑義等） 
 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。 



（保守点検業務対象施設）
　保守点検業務を行う三川地区の水道施設等は、表１のとおりとする。
　表１
　≪綱木水道≫ ≪白崎水道≫ ≪石戸取上水道≫
　　①綱木浄水場・着水槽 　⑧白崎浄水場 　⑭石戸浄水場
　≪新谷古岐水道≫ ≪吉津水道≫ ≪下条水道≫
　　②新谷浄水場 　⑨吉津浄水場 　⑮下条浄水場
　≪行地小規模水道≫ ≪谷花水道≫ 　⑯下条ﾓﾆﾀｰ室（長谷）
　　③行地浄水場 　⑩谷花浄水場 　⑰下条ﾓﾆﾀｰ室（石間）
　≪内川水道≫ 　⑪谷花ﾓﾆﾀｰ室（小花地） ≪中ノ沢水道≫
　　④内川浄水場・着水槽 ≪谷沢水道≫ 　⑱中ノ沢浄水場
　　⑤内川ﾓﾆﾀｰ室（古館） 　⑫谷沢浄水場
　≪船戸水道≫ ≪五十島水道≫
　　⑥船戸浄水場 　⑬五十島浄水場・着水槽
　　⑦船戸ﾓﾆﾀｰ室（岡沢）
　※水道施設等の位置は、図１のとおり。

（保守点検の実施日）
　保守点検の実施日については、以下のとおりとする。
　（１）日常点検
　　　各施設の日常点検の実施回数は、施設毎に原則資料１「保守点検業務人数算出根拠」のとおりに行うものと
　　する。
　　　実施日については、あらかじめ契約日に甲から指定された日に行うものとし、何らかの事由により、実施日
　　の変更が必要となった場合には、速やかに報告し、本来の実施日の前後の曜日に日常点検を行うものとする。
　　　また、正月、お盆等水道の供給量が増加するおそれのある時期の前後の日常点検については、水道の供給に
　　支障の出ないよう監督員と協議の上、実施日を変更することができる。ただし、この時期の実施日の変更は、
　　水道の供給に支障が出ることを防ぐために実施日を変更するのであり、乙の長期休業日等の理由での点検日の
　　変更はできない。
　（２）定期点検
　　　各施設の定期点検の実施日は、施設毎に１年間に１回とし、原則、１１月（降雪前）に
　　行うものとする。
　　　施設毎の実施日については、１１月の保守点検予定表にて報告するものとする。なお、何らかの事
　　由により、実施月の変更が必要となった場合には、速やかに報告することとする。
（保守点検の内容）
　保守点検の業務内容については、標準仕様書に記載されていることのほか、以下のとおりとする。
　（１）日常点検
　　　１）基本的な日常点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。
　　　２）各施設毎に指定された日常点検記録簿に必要事項を記入し、保管しておくものとする。なお、提出用と
　　　　して整理したものは、毎月末日から７日以内に提出することとする。ただし、最終提出日は、年度末日と
　　　　する。
　　　３）次亜塩素酸ナトリウム注入設備、凝集剤注入設備及び苛性ソーダ注入設備等のある設備については薬液
　　　　等のタンク残量確認とあわせて薬液等のタンクへの補充作業も含む。また、薬液等の残数、使用期限にも
　　　　注意を払い、薬品等の補充作業が滞ることのないよう随時報告するものとする。
　　　３）その他各施設毎独自の点検項目、注意点等がある場合は、委託契約後に配布される各施設毎の点検
　　　　マニュアルに沿って点検を行う。
　　　４）原則、作業写真の添付は必要としない。ただし、異常等確認された場合、その状況が確認できる写真を
　　　　撮影し、点検記録簿とは別の報告書類に添付するものとする。
　　　５）その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。
　（２）定期点検
　　　１）基本的な定期点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。
　　　２）定期点検に係る各施設の点検記録簿の様式については任意とし、点検作業中の写真の添付を必要とする。
　　　　なお、提出用として整理したものは、定期点検を行った月の末日から7日以内に提出することとする。
　　　３）その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。

（提出書類）
　保守点検業務に係る提出物は以下のとおりとする。
　（１）毎月初めに提出するもの
　　　・保守点検予定表（定期点検用）
　（２）毎月末日から７日以内に提出するもの
　　　・日常点検記録簿
　　　・定期点検記録簿（写真添付必要、様式任意。１１月の点検終了後）
　（３）随時提出するもの
　　　・事故・故障等報告書（写真添付必要。事案発生時随時提出）
　　　・設定値変更報告書（様式任意、事案発生時随時提出）

保守点検業務について
別紙１



三川地区水道施設維持管理委託

保守点検業務 施設箇所図

⑮下条浄水場

⑰下条ﾓﾆﾀｰ室

⑯下条ﾓﾆﾀｰ

室（長谷）

⑬五十島浄水場

⑭石戸浄水場

⑥船戸浄水場

⑫谷沢浄水場

⑤内川ﾓﾆﾀｰ

⑨吉津浄水場

⑧白崎浄水場

図１

⑪谷花浄水場

⑪谷花ﾓﾆﾀｰ

④内川浄水場

②新谷浄水場

①綱木浄水場

③行地浄水場

⑦船戸ﾓﾆﾀｰ室

⑱中ノ沢浄水場



別紙２ 

配水池点検業務について 

 
（配水池点検業務対象施設） 
 配水池点検業務を行う三川地区の水道施設等は、表 2 のとおりとする。 
表 2 
≪綱木水道≫ 
・綱木配水池 
≪新谷古岐水道≫ 
・新谷配水池 
≪行地小規模水道≫ 
・行地配水池 
≪内川水道≫ 
・五十沢配水池 
・古館配水池 
≪船戸水道≫ 
・岩谷配水池 
・岡沢配水池 
≪白崎水道≫ 
・白崎配水池 

≪吉津水道≫ 
・吉津配水池 
≪谷花水道≫ 
・谷花配水池 
≪谷沢水道≫ 
・谷沢配水池 
≪五十島水道≫ 
・五十島配水池 
≪石戸取上水道≫ 
・石戸配水池 
≪下条水道≫ 
・下条配水池 
・長谷配水池 
≪中ノ沢小規模水道≫ 
・中ノ沢配水池 

※水道施設等の位置は、図 2 のとおり。 
 
（配水池点検業務の実施日） 
 配水池業務の実施日については、年２回とし、受託者の判断において４月と１０月を目

安に行うものとする。原則、１回の定義を１日とし、対象施設全施設を点検するものとす

る。 
 
（配水池点検業務の内容） 
 配水池点検業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。 

（１）保守点検業務及び維持管理業務で対象となっている施設等も含め、特に道路から

離れた施設までの経路の確認を行う。なお、異常等あれば、その状況がわかるよう写

真を撮影し、配水池点検業務記録簿に添付するものとする。 
 



（２）対象施設の水槽の蓋の開閉状況を確認する。鍵の状況も含め、腐食状況も確認し、

取替の必要の有無等を配水池点検業務記録簿により報告する。 
（３）対象施設の水槽の中を確認し、目視による濁度、色度、堆積物の有無を確認し、

配水池点検業務記録簿により報告する。 
（４）その他、施設周辺等の状況を確認し、異常等があるようであれば、配水池点検業

務記録簿により報告する。 
（５）配水池点検業務記録簿の様式は任意とし、１回の作業終了後７日以内に提出する

ものとする。 
 
（提出書類） 
 配水池業務に係る提出物は以下のとおりとする。 
  （１）作業前に提出するもの 
    ・提出物なし（口頭による作業日の報告は必要） 
  （２）作業後７日以内に提出するもの 
    ・配水池業務記録簿（写真添付必要、様式任意。１回の作業終了後に提出） 
  （３）随時提出するもの 
    ・事故・故障等報告書（写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出） 



三川地区水道施設維持管理委託

配水池点検業務 施設箇所図

新谷配水池

白崎配水池

古館配水池

行地配水池

石戸配水池

下条配水池

吉津配水池

五十島配水

長谷配水池

岩谷配水池

黒岩配水池

岡沢配水池

綱木配水池

五十沢配水池

図２

中ノ沢配水池



別紙３ 

維持管理業務について 

 
（維持管理業務対象施設） 
 維持管理業務を行う三川地区の水道施設等は、表３のとおりとする。 
表３ 

  
≪綱木水道≫ 
水源・浄水場・配水池 
≪新谷古岐水道≫ 
水源・浄水場・配水池 
≪行地小規模水道≫ 
水源・浄水場・配水池 
≪内川水道≫ 
細越水源・浄水場・五十沢配水池・古館配水池 
≪船戸水道≫ 
浄水場・岩谷配水池・岡沢配水地 
≪白崎水道≫ 
水源・浄水場・配水池 
≪吉津水道≫ 
配水池・浄水場 
≪谷花水道≫ 
谷花浄水場・配水池・谷花ﾓﾆﾀｰ室 
≪谷沢水道≫ 
浄水場・配水池 
≪五十島水道≫ 
浄水場・配水池 
≪石戸取上水道≫ 
水源・浄水場 
≪下条水道≫ 
水源・下条配水池・長谷配水池 

 

※水道施設等の位置は、図１のとおり。 
 
 



（１）原水採水業務について 
 年１回実施する原水採水水質検査において、水質検査業務を委託された会社へ同行し、

各水道施設においてバルブの開閉等、採水に必要な業務を実施する。 
 

（２）その他の業務 
   標準仕様書にある維持管理業務の「その他の業務」については、必要に応じてその

都度、対応・対処するものであり、実施日の特定はしない。 
 
 
（提出書類） 
 維持管理業務に係る提出物は以下のとおりとする。 
 （１）作業前に提出するもの 
   ・提出物なし（口頭による作業日の報告は必要） 
 （２）作業後に提出するもの 
   ・維持管理業務記録簿（写真添付必要、様式任意。施設毎に提出） 
 （３）随時提出するもの 
   ・事故・故障等報告書（写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出） 



別紙４ 

毎日水質検査業務について 

 
（毎日水質検査業務対象箇所） 
 毎日水質検査業務を行う三川地区の検査箇所は、表１のとおりとするほか、以下のとお

りとする。 
（１）当該業務を行う検査箇所は、表１の定義を満たし、かつ、当該業務を滞りなく履

行できる箇所とし、その選定を乙が行うものとする。 
  なお、当該業務を滞りなく履行できる箇所とは、水道を供給している箇所のことで

あり、通常の水道の利用がなされている水道利用者の宅地等の水道供給設備が望まし

い。 
（２）乙は、選定した検査箇所を業務開始前に甲に報告するものとする。 

   また、検査個所は、その業務の性質から当該業務委託期間中、同一の箇所で検査を

行うことが望ましいことから、原則、業務開始時に報告する検査箇所の当該業務委託

期間中の変更は認めない。ただし、やむを得ない事象が発生したと認められる場合に

は、監督員と協議して検査箇所を変更することができる。 
 （３）検査箇所の選定には、その業務の性質を理解し、なるべく水道供給範囲内の末端

にある個所を選定するよう努力する。ただし、「過去の検査実績のある個所」等の理由

がある場合はその限りでない。 
表１ 
●綱木水道の水道供給範囲内に１箇所 
●新谷古岐水道の水道供給範囲内に１箇所 
●行地小規模水道の水道供給範囲内に１箇所 
●内川水道の水道供給範囲内に２箇所 
   （内川給水区、古館給水区毎に各１箇所） 
●船戸水道の水道供給範囲内に１箇所 
●白崎水道の水道供給範囲内に１箇所 
●谷花水道の水道供給範囲内に２箇所 
   （黒岩給水区、小花地給水区毎に各１箇所） 
●吉津水道の水道供給範囲内に１箇所 
●五十島水道の水道供給範囲内に１箇所 
●下条水道の水道供給範囲内に３箇所 
   （下条給水区、石間給水区、長谷給水区毎に各１箇所） 
●谷沢水道の水道供給範囲内に１箇所 
●中ノ沢小規模水道の水道供給範囲内に１箇所 
●その他必要に応じ、監督員と協議の上追加された箇所 

 
 



 
（毎日水質検査業務の実施日） 
 毎日水質検査業務の実施日については、当該業務委託期間中毎日とする。ただし、やむ

を得ない事象が発生したと認められる場合には、監督員と協議して休止期間を設ける等変

更することができる。 
 
（毎日水質検査業務の検査員） 
 毎日水質検査業務の検査を行う者（以下「検査員」という。）は、その性質上、当該業務

委託期間中、同一箇所で毎日行わなければならないため、乙はその点検業務の検査員とし

て検査箇所の通常の利用者（居住者または施設管理者等）に委託できるものとする。 
 
（毎日水質検査業務の内容） 
 毎日水質検査業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。 

（１）甲が貸付けた残留塩素測定器を使用し、水道水の残留塩素濃度を確認し、毎日水

質検査業務報告書（以下「報告書」という。）に記入する。なお、報告書提出日に限ら

ず、残留塩素濃度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭報

告し、指示を求めることとする。 
（２）水道水を目視し、色度、濁度を確認し報告書に記入する。なお、報告書提出日に

限らず、色度、濁度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭

報告し、指示を求めることとする。 
（３）報告書の様式は甲から示されたものを使用するものとし、１ヶ月の検査終了後７

日以内に提出するものとする。 
 
（提出書類） 
 毎日水質検査業務に係る提出物は以下のとおりとする。 
  （１）作業前に提出するもの 
    ・毎日水質検査箇所及び検査員報告書（様式任意。） 
  （２）１ヶ月の検査後７日以内に提出するもの 
    ・毎日水質検査業務報告書（甲の指定する様式。） 
  （３）随時提出するもの 
    ・なし（水質の変化があれば、随時、監督員に口頭報告） 



別紙５ 

緊急時対応業務について 

 
（緊急時対応業務対象施設） 
 緊急時対応業務を行う三川地区の水道施設等は、三川地区水道施設維持管理委託特記仕様書「（対象

施設）」の（１）、（２）、（３）の水道施設等及び必要に応じてその付随施設とする。 
（緊急時対応業務の内容） 
 緊急時対応業務の内容は、別表１に定める。 
（緊急時対応業務の役務に対する出動料の算出） 
 緊急時対応業務の役務に対する出動料（以下「出動料」という。）の算出は、以下のとおりとする。 
 （１）緊急時対応業務の出動料の基準単価 
   緊急時対応業務の出動料算出の基準となる単価は、原則、国土交通省が決定する建築保全業務労

務単価における新潟地区の保全技師補の日割基礎単価（以下「建築保全技師補日割基礎単価」とい

う）を使用するものとする。ただし、建築保全業務労務単価を使用することがそぐわない特殊な作

業を要する業務が発生した場合は、監督員と協議のうえ、他の労務単価、もしくは受託業者の見積

りによる出動料の算出を行うことを可能とする。 
   なお、受託者において修繕が可能な故障等が原因で、監督員の指示により、修繕作業も行った場

合は、当業務での出動料の算出は行わず、修繕にかかった費用として別に支払うものとする。 
   緊急対応業務の種類毎の使用する基準単価の詳細は別表２に定める。 
 （２）緊急時対応業務の出動料の基準単価の割増 
   １）緊急時対応業務が規程の作業時間を超えて行った場合、出動料算出の基準単価に割増を行う

ものとする。ただし、建築保全技師補日割基礎単価を使用する業務については、国土交通省が

決定した「割増基礎単価」の割合を乗じた値とし、算出された値の単位は円／時間とする。 
２）規程の作業時間は「８時３０分から１７時３０分まで」とし、「５時００分から８時３０分 
まで」及び「１７時３０分から２２時００分まで」の時間の作業を「時間外作業」、「２２時０ 
０分から５時００分まで」の時間の作業を「深夜時間外作業」とする。 

   ３）「時間外作業」の割増の割合は、（１）の基準単価の１００分の１２５とし、「深夜時間外作 
業」の割増の割合は、（１）の基準単価の１００分の１５０とする。 
 なお、緊急対応業務の割増の詳細は別表３に定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表１ 
種 類 内 容 

①軽微な初期対応業

務 
以下の場合を「軽微な初期対応業務」とする。 

●保守点検時に発見した故障等に対する確認作業や監督員への報告等 
●警報等により三川支所にある監視システムの確認及び施設等現地に向かい

確認を行う初動のこと。 
上述の２点ともに共通してボタン操作等簡易な方法で復旧または現場待機

を必要としない経過観察が必要と判断された場合も「軽微な初期対応業務」

に含む。 
②現場待機を必要と

する緊急時対応業務 
①により確認した警報・故障等の状態により、現場待機及び現場操作、修

繕立会等が必要となる作業が必要と判断された場合「現場待機を必要とする

緊急時対応業務」とする。また、①の業務から連続して業務にあたる場合の

作業開始時間は、①の開始時間とする。 
なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等に

おいては、「現場待機を必要とする初動」の対象であっても緊急時対応業務の

出動料として請求できない。 
③当該業務委託の受

託者で修繕可能な故

障等を伴う緊急時対

応業務 

① より確認した警報・故障等の状態により、早急な修繕が必要と判断さ 
れた場合で、当該業務委託受託者で修繕可能な故障等と判断された場合に対

する業務を「当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業

務」とし、故障部分の修繕完了までの業務を差す。 
 修繕が必要と判断された場合は、監督員に確認することとし、監督員の指

示のもと行うこととし、その業務に対する対価は、当該業務における緊急対

応業務の出動料ではなく、別に修繕料として支払う。 
なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等及

び施設内機器の消耗品部分の交換のみの修繕においては、「当該業務委託の受

託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務」の対象であっても修繕料と

して請求できない。 
④飲料水の給水作業

（給水車貸与）業務 
 当該業務委託の対象施設等の不能により、給水車での飲料水の運搬作業（以

下「給水作業」という）が必要となった場合、給水車の出庫・運転・入庫及

び給水が必要な施設の給水準備・片付けまでの作業を「飲料水の給水作業業

務」とする。 
 また事故防止も含め、当該作業では、原則２人での作業を行うものとする。 

⑤その他緊急時対応

業務 
 当表①から④までの緊急時対応業務に当たらない業務を差し、その対応に

ついては、監督員と密に連絡を取り合い、監督員の指示のもと対応するもの

とする。 

 
 
 
 
 



別表２ 

種 類 
基準単価 

単位 基準単価の算出法 
① 軽微な初期対応

業務 ― （出動料の算出なし） 

②現場待機を必要と

する緊急時対応業務 
時間 「建築保全技師補日割基礎単価」÷８時間＝「②の基準単価」 

③当該業務委託の受

託者で修繕可能な故

障等を伴う緊急時対

応業務 

￣ 
受託業者の見積りにより支払うものとし、当該委託とは別に支払

う。 

④飲料水の給水作業

（給水車貸与）業務 
日 「建築保全技師補日割基礎単価」÷１日＝「④の基準単価」 

⑤その他緊急時対応

業務 
⑴ 時間 

≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫ 

② 同じ 

⑵ 日 
≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫ 

③ 同じ 

⑶ ― 

≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫ 

監督員の指示のもと、他の労務単価もしくは受託業者の見積もり

により基準単価もしくは金額を算出する。 
 ※１円未満の金額が発生する場合は、１円未満の端数を切捨てることとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表３ 

種 類 
時間外作業及び深夜時間外作業の割増 

時間外 

の種類 
割増単価の算出法 

① 微な初期対応業

務 
時間外 （出動料の算出なし） 
深 夜 （出動料の算出なし） 

②現場待機を必要と

する緊急時対応業務 
時間外 

「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25 
＝「②の時間外割増単価」 

深 夜 
「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50 
＝「②の深夜時間外割増単価」 

③当該業務委託の受

託者で修繕可能な故

障等を伴う緊急時対

応業務 

時間外 （修繕料となるので割増の算出法無し） 

深 夜 （修繕料となるので割増の算出法無し） 

④飲料水の給水作業

（給水車貸与）業務 
時間外 

「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25 
＝「④の時間外割増単価」 

深 夜 
「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50 
＝「④の深夜時間外割増単価」 

⑤その他緊急時対応

業務 
⑴ 

時間外 
≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫ 

② ④と同じ 

深 夜 
≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫ 

③ ④と同じ 

⑵ 

時間外 
≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫ 

②  ④と同じ 

深 夜 
≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫ 

③ ④と同じ 

⑶ 

時間外 

≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫ 

「基準単価」×1.25＝「⑤の⑶の時間外割増単価」 
 ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。 

深 夜 

≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫ 

「基準単価」×1.50＝「⑤の⑶の深夜時間外割増単価」 
 ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。 

 ※「時間外作業」及び「深夜時間外作業」の割増単価の単位は「円／時間」で算出する。 
※１円未満の金額が発生する場合は、１円未満の端数を切捨てることとする。 

 
 
 
  


